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販売規約 

 

第１条（定義） 

 

１ ゾーホージャパン株式会社（以下「当社」といいます。）は、グローバル本社である Zoho 

Corporation Private Limited（以下「Zoho」といいます。） の子会社として、

ManageEngine製品（以下「本製品」といいます。）の商用ライセンス及び保守サポート

サービス（以下「サポート」といいます。）を販売します。 

２ 本文書（以下「本販売規約」といいます。）は、お客様又はお客様が代表となっている

組織（以下いずれも「お客様」といいます。）と当社との間における、本製品の利用権

（以下「商用ライセンス」といいます。）及び保守サポートサービスの販売契約に関す

る法的な取り決めであり、お客様が当社よりこれらを購入した場合は、本販売規約及

び以下の年間保守サポートサービス規約に同意したものとみなされます。 

 年間保守サポートサービス規約 

https://www.manageengine.jp/support/terms.html 

３ 商用ライセンスの販売契約が終了する場合は、前項の年間保守サポートサービスに関

する販売契約も併せて終了します。 

４ お客様が当社から商用ライセンスを購入することで、お客様と Zohoとの間で本製品の

利用契約が締結されます。Zoho が提示する以下のエンドユーザーライセンス契約（オ

ンプレミス製品の場合）若しくはサービス規約（クラウド製品の場合）は、お客様と

Zoho との間における、本製品の利用契約に関する法的な取り決めであり、お客様が本

製品のダウンロード又はサインアップを行った場合は、エンドユーザーライセンス契

約若しくはサービス規約に同意したものとみなされます。なお、当該時点でさらに製

品個別の規約が用意されている場合は、これらにも同意したものとみなされます。 

 エンドユーザーライセンス契約 

https://www.manageengine.jp/products/license_agreement.html 

 サービス規約 

https://www.manageengine.jp/products/terms.html 

https://www.site24x7.jp/terms.html 

 

第２条（個人情報の取扱い） 

 

１ 当社は、個人情報を、当社所定の個人情報保護方針に従って適切に取り扱います。 

２ 本販売規約に同意した場合、お客様は以下の個人情報保護方針についても同意したも

のとみなされます。 

 個人情報保護方針 

https://www.manageengine.jp/support/terms.html?MEsales_terms
https://www.manageengine.jp/products/license_agreement.html?MEsales_terms
https://www.manageengine.jp/products/terms.html?MEsales_terms
https://www.site24x7.jp/terms.html?MEsales_terms
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https://www.zoho.co.jp/privacy/ 

 

第３条（商用ライセンス及びサポートの購入） 

 

１ お客様には、支払いを保証するため、当社又は当社が認定する販売代理店（以下「販売

代理店」といいます。）に有効なクレジットカード番号、又はその他許容できる支払い

手段を提供する責任があります。当社又は販売代理店は、お客様から提供されたクレ

ジットカード番号が無効である場合、注文をキャンセルする権利を留保します。 

 

第４条（有効期間と更新） 

 

１ 本販売規約の効力は、お客様からの商用ライセンス又はサポートの購入申請を受けて、

当社が納入を完了した時点、若しくは当社が認める購買システムが決済を完了した時

点から発生します。 

２ お客様が購入した商用ライセンスが通常ライセンス（オンプレミス製品のみ）の場合、

本販売規約は、お客様が本製品の利用を終了（その理由は問いません。）するまでの間、

有効とします。 

３ 通常ライセンスには初年度のサポートが付帯し、これは本製品の商用ライセンスが当

社から納入された日が属する月の翌月１日から起算して１年間有効です。ただし、上

記納入日がその月の初日（すなわち１日）である場合は、当該納入日から起算して１年

とします。２年目以降のサポートを購入した場合、本購入に対する本販売規約の満了

日は、サポート継続日から起算して１年とします。ただし、複数年分を一括で購入した

場合はこの限りではありません。 

４ お客様が購入した商用ライセンスが年間ライセンスの場合、本販売規約の満了日は、

本製品の商用ライセンスが当社から納入された日が属する月の翌月１日から起算して

１年とします。ただし、上記納入日がその月の初日（すなわち１日）である場合は、当

該納入日から起算して１年とします。 

５ 前２項が適用される場合、お客様から本製品の利用を更新する旨の通知が満了日の前

日までにない限り、該当の満了日を以て本販売規約の有効期間は終了します。お客様

から更新する旨の通知があり、当社が納入を完了した場合、同一条件で１年間継続し、

以降も同様とします。  

６ お客様が本製品画面内の購買システムより即日の決済及び商用ライセンスの有効化を

行った場合（クラウド製品のみ）、前２項の定めに関わらず、本販売規約の満了日及び

更新のタイミングは、第１条に指定されるサービス規約に準じるものとします。 

 

第５条（ポータルサイトへの登録） 

https://www.zoho.co.jp/privacy/?MEsales_terms
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１ 年間ライセンス又は通常ライセンスを購入したお客様は、本製品の使用に先立ち、当

社が運用する顧客専用ポータルサイト「ManageEngine Community」（以下「ポータルサ

イト」といいます。）への登録を行うものとします。 

２ 当社は、当社所定の基準により登録の可否を判断し、これを認める場合には、お客様に

対し、ライセンスキーその他当社所定の情報を通知します。 

３ 当社は、お客様が以下のいずれかに該当すると判断した場合、理由を一切開示するこ

となく、ポータルサイトへの登録を認めない場合があります。これによってお客様に

生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 

（１） 当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合 

（２） 登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 

（３） 本販売規約に違反するおそれがある場合 

（４） 過去に本販売規約に違反した者又はその関係者である場合 

（５） 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これ

に準ずる者を意味する。以下同じ。）である、又は資金提供その他を通じて

反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会

的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合 

（６） その他登録が妥当でないと当社が判断した場合 

４ お客様は、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の

変更手続きを行うものとします。お客様がこれを怠ったことにより損害を被ったとし

ても、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第６条（ライセンスキー等） 

 

１ 当社は、お客様に対し、当社所定の方法により、ライセンスキー等を発行するものとし

ます。 

２ お客様は、自己の責任において、ライセンスキー等やそれに紐づくアカウントを適切

に管理・保管するものとし、これを第三者に開示、貸与、譲渡、売買、担保提供又は使

用させたりしてはなりません。 

３ お客様によるライセンスキー等やそれに紐づくアカウントの管理不十分、使用上の過

誤、又は第三者による不正使用等によってお客様が損害を被ったとしても、当社は一

切責任を負わないものとします。 

 

第７条（解約） 

１ お客様は、本販売規約をいつでも解約することができます。ただし、解約の場合にお

いても、支払済みの料金は返還されないものとします。 
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２ お客様の支払いが完了していない場合においても、お客様からの発注を受けて当社が

ライセンスキー等の発効に必要な手順書をメール通知によって納品した時点で、お客

様には支払いの義務が発生します。この場合、支払いのキャンセルが一切できないこ

とに、お客様は同意するものとします。 

 

第８条（解除等） 

 

１ 当社は、お客様が以下の各号のいずれかに相当又は該当すると判断した場合は、直ち

に本販売規約を解除し、お客様による本製品の商用ライセンスやサポートの利用を拒

否できるものとします。 

（１） 本販売規約のいずれかの条項に違反し、当社が指定する期間内に違反状態が

是正されない場合 

（２） 支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続開始、会社

更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続きの開始の申

立てがあった場合 

（３） 自ら振出し、又は引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場

合 

（４） 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合  

（５） 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合 

（６） 解散又は営業停止状態となった場合 

（７） お客様の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合 

（８） 監督官庁より事業停止命令を受け、又は事業に必要な許認可の取消処分を受

けた場合 

（９） 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社と

の同一性が失われた場合 

（１０） 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これ

に準ずる者を意味する。以下同じ。）である、又は資金提供その他を通じて

反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会

的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合 

（１１） 当社に対する重大な背信行為があった場合 

（１２） その他、当社がお客様による本製品の使用を適当でないと判断した場合 

２ お客様は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当

社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全

ての債務の履行をしなければなりません。 

３ 本条第１項に基づき本販売規約に基づく取引が解除された場合でも、お客様が支払っ

た代金は返還されないものとします。また、お客様の支払いが完了していない場合に
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おいても、お客様からの発注を受けて当社がライセンスキー等の発効に必要な手順書

をメール通知によって納品した時点で、お客様には支払いの義務が発生しており、こ

の場合は一切のキャンセルができないことにお客様は同意するものとします。当社は、

本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた損害について一切の責任を負い

ません。 

 

第９条（反社会的勢力との関係排除） 

 

１ 当社及びお客様は、相手方に対し、自己が反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の

各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを

保証するものとします。 

（１） 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること  

（２） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有するこ

と 

（３） 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有

すること 

（４） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をし

ていると認められる関係を有すること 

（５） 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難さ

れるべき関係を有すること 

２ 当社及びお客様は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該

当する行為を行わないことを保証するものとします。 

（１） 暴力的な要求行為  

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相

手方の業務を妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

３ 当社及びお客様は、相手方が反社会的勢力若しくは第１項各号のいずれかに該当し、

若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第１項の規定に基づく表明・

保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、直ち

に本契約を解除することができるものとします。 

 

第１０条（秘密保持） 
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１ 当社及びお客様は、本販売規約に関連して相手方より秘密に扱うことを指定して開示

した情報について、相手方の事前の書面（電磁的記録を含みます。）による承諾がある

場合を除き、開示目的以外に使用せず、また、第三者に開示しないものとします。但し、

以下各号のいずれかに該当する場合には、この限りではありません。 

（１） 開示された時点で、既に公知であった情報 

（２） 開示された後に、受領者の責任によらず公知となった情報 

（３） 開示された後に、受領者が正当な権限を有する第三者から適法に取得した情

報 

（４） 開示された時点で、既に受領者が保有していた情報 

（５） 開示された秘密情報によらず、受領者が独自に開発した情報 

 

第１１条（料金） 

 

１ お客様は、本製品の利用にあたり、当社が提示する商用ライセンス及びそれに紐づく

サポートの料金を支払うものとします。 

２ お客様が料金の全部又は一部を支払わない場合、お客様は当社に対し、支払期限の翌

日より実際の支払日までの日数に応じ、未払料金に対し年利１４．６％を乗じて計算

した金額を、遅延損害金として支払うものとします。 

 

第１２条（紛争処理及び損害賠償） 

 

１ お客様は、本製品の商用ライセンス又はサポートの利用に関連して当社に損害を与え

た場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。 

２ お客様が、本製品の商用ライセンス又はサポートの利用に関連して第三者からクレー

ムを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、お客様は、直ちにその内容を当社に

通知するものとします。 

３ お客様は、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処

理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行い、また当社の指示に従うも

のとします。 

４ 当社は、本製品の商用ライセンス又はサポートの提供に際して、自己の故意又は重過

失によりお客様に損害を与えた場合についてのみ、これを賠償するものとします。そ

の場合に、賠償すべき損害の範囲は、お客様に現実に発生した通常の損害に限る（逸失

利益を含む特別の損害は含まない。）ものとし、賠償すべき損害の額は、本製品の商用

ライセンスに関する損害については、当該お客様に係る本製品の商用ライセンスの直

近１年間分の金額を限度とし、サポートに関する損害については、当該お客様に係る

サポートの直近１年間分の金額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、原状回復
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義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるも

のとします。 

 

第１３条（事例掲載） 

 

１ 当社は、お客様からの特段の要望が無い限り、本製品の利用ユーザーとして、お客様の

会社名又は組織団体名を当社サイトに掲載します。但し、お客様が当社へ掲載の停止

を要求した場合、当社は、速やかに該当情報の掲載停止又は削除を行います。 

２ 前項の定めに関わらず、お客様が事例掲載を条件とした優遇価格で本製品及びサポー

トを購入した場合、お客様には、事例掲載に協力する責任が生じます。責任を放棄し、

事例掲載に協力しない場合、お客様は、過去に遡って受けた割引分の金額を全額当社

に返還するものとします。 

 

第１４条（規約の変更） 

 

１ お客様は、当社が、以下のいずれかの場合に本販売規約をいつでも任意に変更できる

ものとすることを認め、これに同意します。 

（１） 本販売規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき  

（２） 本販売規約の変更が、その効力が発生した際の目的に反せず、かつ、変更の

必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照ら

して合理的なものであるとき 

２ 当社は、前項による本販売規約の変更にあたり、本販売規約の変更の効力発生日の３

０日前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、当社サイトに掲載する

方法によってお客様へ通知します。 

３ お客様が本販売規約の変更後も本製品を使用する場合、本販売規約の変更に同意した

ものとみなします。 

 

第１５条（存続条項） 

１ 本販売規約の有効期間終了後も、第２条（個人情報の取扱い）、第１０条（秘密保

持）、第１１条（料金）２項、第１２条（紛争処理及び損害賠償）、本条（存続条

項）、第１６条（準拠法及び管轄）、第１７条（一般条項）１項及び２項は、引き続

きその効力を有するものとします。 

 

第１６条（準拠法及び管轄） 
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１ 本販売規約はあらゆる点で、法の抵触に関する原則の適用を除き、日本の法律に準拠

し、同法律に従って解釈されるものとします。お客様は、日本の裁判所の人的管轄権に

服することに同意します。  

２ 本製品に関連してお客様と当社の間で紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１７条（一般条項） 

 

１ 本販売規約は、両当事者間の完全な合意を構成し、本製品に関する両当事者間の従前

のあらゆる連絡事項、了解事項、合意事項に優先します。本販売規約の権利放棄又は変

更は、本販売規約の両当事者が署名した書面（電磁的記録を含みます。）で行われた場

合のみ効力を生じるものとします。本販売規約のいずれかの部分が無効又は強制不能

であると判断された場合、その他の部分は、両当事者の意図を十分にくみ取って解釈

するものとします。  

２ 本販売規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされ

た場合においても、当該規定のその他の部分及び本販売規約のその他の規定は有効に

存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に

最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最

も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用します。 

３ 当社は、お客様に対し、本販売規約において規定されている内容を超えて、いかなる保

証も行うものではありません。販売代理店がお客様に対して用意した注文書その他書

面に記載されている条件であっても、本販売規約に対して効力を持たず、その内容に

影響を与えるものではありません。 

４ 本販売規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、訴訟に先立ち、信義誠実の原

則に基づき両当事者間で協議し、円満に解決を図るものとします。 

 

以上 

 

 

２０２４年７月２５日 制定 

２０２４年１０月１７日 改定 


